
京都食肉市場ブランドＰＲ業務仕様書 

 

１ 業務名 

  京都食肉市場ブランドＰＲ業務 

２ 業務委託期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

３ 業務目的 

京都食肉市場ブランド（以下「市場ブランド」という。）のＳＮＳアカウント等で情報を発信し、市場

ブランドの消費者への浸透を図る。 

(1)  市場ブランド 

京都市中央食肉市場（以下「市場」という。）では、生産農家が丹精込めて育てた良質な牛・豚を

全国各地から集荷し、徹底した品質管理のもと、高度な技術を継承した職人による加工が行われて

おり、当市場から出荷される良質なお肉を「京都食肉市場ブランド」と認定している。 

(2)  市場ブランドＳＮＳアカウント 

Ｘ： @kyoto_syokuniku 

Instagram： kyoto_syokuniku 

４ 委託業務の内容 

(1)  市場ブランドＳＮＳアカウントでの情報発信 

   ア 市場ブランド取扱店舗の紹介 

     紹介店舗の開拓、掲載原稿の作成、掲載画像、動画の調整、掲載内容の店舗への確認、 

     ＳＮＳアカウントでの投稿。 

   イ 市場の関連情報の発信 

     掲載原稿の作成、掲載画像、動画の作成・調整、ＳＮＳアカウントでの投稿。 

   ウ 市場の関連情報の英語での発信 

     掲載原稿の作成、掲載画像、動画の作成・調整、ＳＮＳアカウントでの投稿。年３回以上の実 

施。 

   エ その他市政情報等の発信 

オ 頻度 

     月２回以上の投稿。 

 (2) ＳＮＳアカウントフォロワー数増加キャンペーンの企画及び実施 

    年３回以上実施することとし、内２回は令和８年５月開催予定の「京都食肉市場まつり」、 

令和８年１０月開催予定の「京都肉祭」に連動したキャンペーンを行うこと。 

（3） 市場ＰＲイベントの企画、運営補助 

５ 業務進行及び管理  

(1) 業務の実施に当たっては、企画担当者を配置し、その者が主として業務を行うこと。 

また、逐次、京都市と協議を行い、京都市の指示により業務を進め、情報の発信や企画を実施す 

る場合は事前に京都市の許可を得ること。 

(2) 業務の打合せについては適宜行うが、初回及びキャンペーン等のＰＲ企画の打合せには企画担当 

者が出席すること。  
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(3) 現地調査等の必要調査については、必要であれば適宜実施すること。  

(4) 協議資料及び業務の遂行に当たり京都市が提出を求める資料等については、その都度、京都市が 

求める部数の紙資料及び電子データを提出すること。 

(5) 業務の実施に伴い必要となる資料のうち京都市が所有するものについては、可能な限り提供す 

る。  

 (6) 成果物に係る著作権は、京都市に帰属することとし、受託者はこれを公開してはならない。ただ

し、事前に京都市の書面による同意を得た場合は、この限りでない。  

 (7) 受託者は、成果物を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、事前

に京都市の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

(8) 市場ブランドＳＮＳの使用に際しては、X社、メタ・プラットフォームズ社の利用規約を遵守する

こと。 

６ 成果物の提出 

（1） 市場ブランドＳＮＳアカウントでの情報発信に係る成果物は、履行期間途中においても都度引渡 

しを行うものとする。 

（2） 受託者は、上記のほか、業務の実施に伴う成果物について、京都市の指示に従い提出するものと 

する。 

７ 報告及び報告書の提出 

 (1) 業務委託期間終了後、ただちに報告書を電子データにより提出すること。なお、報告すべき内容は、 

次のとおりとする。 

ア 市場ブランドＳＮＳアカウントでの情報発信 

 情報発信の日及び内容 

  イ ＳＮＳアカウントフォロワー数増加キャンペーンの企画及び実施 

    企画内容、キャンペーン参加者数及び実施前後のフォロワー数比較 

  ウ 市場ＰＲイベントの企画、運営補助 

 企画内容及び実施業務の内容 

(2)  受託者は、上記のほか、報告すべき内容について京都市の指示に従うものとする。 

(3)  受託者は、履行状況を証する資料を保管し、正確な状況を把握するとともに、京都市がその閲覧又   

は報告を求めた場合は、随時提出すること。なお、保管の期間は、京都市の検収が終了するまでと

する。 

８ 請求及び支払 

委託費用は、業務終了後に、請求に基づき支払うものとする。 

９ 秘密の保持 

受託者は、業務の遂行に当たり次の対策を実施すること。 

(1)  個人情報の保護 

個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては京都市個人情報保護条例、京都市情報 

セキュリティ対策基準及び関係法令を遵守して取り扱う責務を負い、個人情報の漏えい、滅失、毀 

損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 

(2)  守秘義務 

業務遂行中に知り得た事項及び付随する事項は、いかなる理由があっても第三者に漏らさないこ
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と。業務が終了した後についても同様とする。 

(3)  目的外使用の禁止及び第三者への提供の禁止 

京都市の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を業務目的以外に利用し、又は京

都市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

(4)  複写及び複製の禁止 

業務を処理するために京都市から提供された個人情報が記録された資料等を、京都市の承諾なし

に複写し、又は複製してはならない。 

(5)  事故発生時の報告 

個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん等の事故が生じたときは、直ちに京都市に通知し、

その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 

(6)  その他、受託者は、別紙「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に定めのある事項につ

いて遵守しなければならない。 

１０ 再委託の禁止 

受託者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、

又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。ただし、業務の一部について、あらかじ

め京都市が認めた場合はこの限りではない。 

１１ その他 

（1） 受託者は、業務遂行に当たり労働法その他の関係法令を遵守すること。 

（2） 受託者は、提案内容に基づき京都市と協議して定めた業務及び受託者として果たすべき責務につ 

いて誠実に履行すること。 

（3） 委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のため

に、定期的に京都市と連絡調整を行うこと。 

（4） 受託者が業務を実施するうえで、京都市若しくは第三者に損害を与えたときは、京都市の責に帰 

すべきものを除き、受託者はその損害を賠償すること。 

（5） この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、両者協議のう

え、定めることとする。ただし、協議が整わない場合においては、京都市が定めるものとする。 


